
Ⅲ.積卸し・車両系荷役運搬機械等作業指揮者講習 

１.目 的      荷役作業における労働災害を防止する為、一の荷でその重量が１００ 

キログラム以上のものを貨物自動車等に積卸しする作業を行う場合の 

「積卸し作業指揮者」、車両系荷役運搬機械等を用いて作業する場合の 

「車両系荷役運搬機械等作業指揮者」（以下：車両系荷役作業指揮者） 

の選任が法令で定められ、その職務を遂行するために必要な教育が厚生 

労働省の通達で示されていますが、この二つの講習は内容が重複してい 

るものが多いため、積卸し作業指揮者の講習に３時間の追加講習を受講 

する事で、車両系荷役作業指揮者の課程が終了となります。 

２．講 習 期 間   ○積卸し作業指揮者 学科：7 時間 ９時００分開始（開始時間 10 分前集合） 

○車両系荷役作業指揮者 学科：３時間 ９時００分開始 

３．受 講 対 象  ○積卸し作業指揮者    積卸し作業指揮者に選任予定及びこれに準ずる者 

○車両系荷役作業指揮者   車両系荷役作業指揮者に選任予定及びこれに準ずる者 

但し、当支部の「積卸し作業指揮者」講習修了者のみ対象 

※茨城県支部以外での「積卸し作業指揮者」講習受講者及び未受講者は、 

「車両系荷役作業指揮者」講習は受講できません。 

４．講 習 内 容     学科のみの講習 

〇積卸し作業指揮者              

        講    習    科    目 
時 間 

(休憩時間除く) 

○関係法令 １  

○積卸し作業指揮者の職務  

６ ○貨物自動車への積卸し作業 

○異常時における措置と災害事例 

 

〇車両系荷役作業指揮者 

        講    習    科    目  
時 間 

(休憩時間除く) 

○車両系荷役運搬機械等作業指揮者等の職務  

 

３ 
○車両系荷役運搬機械等による作業 

○災害等、関係法令  

（車両系荷役運搬機械等作業指揮者に関するもの） 

５．受 講 料   

① 積卸し作業指揮者のみ 

会員 ￥１１,１６５  非会員 ￥１３,３６５           (各テキスト代・税込) 

② 車両系荷役作業指揮者のみ（茨城県支部発行 ①講習修了証保有者のみ） 

会員 ￥ ４,０１５  非会員 ￥ ５,００５           (各テキスト代・税込) 

③ 上記①+② 両方受講（申込書は①②各１枚、記載をお願いします） 

会員 ￥１３,２５５  非会員 ￥１６,４４５       (テキスト代１冊分のみ・税込) 

 

※積卸し作業指揮者と同じテキストを使用します。両方受講の場合、テキスト代（1,925 円税込み）は

１冊分となります。 

※テキストを購入せず持参予定の方は、必ず使用可能か確認するためご連絡をお願いします。 


